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国
保
・
後
期
高
齢
加
入
者

マ
イ
ナ
保
険
証
へ
移
行
し
ま
す

城
里
町
歯
周
病
検
診
を

ま
だ
受
け
て
い
な
い
方
へ

12
月
10
日
か
ら
16
日
は

北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間
で
す

地
域
の
人
た
ち
に
よ
る
灯
篭
飾
り

那
珂
西
神
社
に
参
拝
に
来
ま
せ
ん
か

不
動
産
取
得
税
の

課
税
免
除
等
に
つ
い
て

　

令
和
６
年
12
月
２
日
に
、
現
行
の
健
康

保
険
証
は
新
た
に
発
行
さ
れ
な
く
な
り
、

マ
イ
ナ
保
険
証
を
基
本
と
す
る
仕
組
み
に

移
行
し
ま
す
。
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち

の
方
は
、
医
療
機
関
を
受
診
す
る
際
に
マ

イ
ナ
保
険
証
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

　

マ
イ
ナ
保
険
証
の
登
録
が
お
済
み
で
な

い
方
も
、
保
険
証
が
切
れ
る
前
に
お
届
け

す
る
資
格
確
認
書
（
申
請
不
要
）に
よ
り
、

保
険
診
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
現
在
お
持
ち
の
保
険
証
に
つ
い
て

は
、
有
効
期
限
（
最
長
で
令
和
７
年
７
月
31

日
）ま
で
使
用
で
き
ま
す
。

　

国
保
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を

滞
納
し
て
い
る
方
は
、
こ
れ
ま
で
交
付
し

て
き
た
短
期
保
険
証
・
資
格
証
明
書
は
廃

止
さ
れ
ま
す
。
現
在
お
持
ち
の
保
険
証
等

の
有
効
期
限
が
切
れ
た
後
は
、
マ
イ
ナ
保

険
証
ま
た
は
資
格
確
認
書
を
お
使
い
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
国
保
税
を
長
期
間
滞
納
し
て
い

る
方
に
つ
い
て
は
、
医
療
費
10
割
負
担
の

特
別
療
養
費
の
対
象
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
保
険
税
の
納
付
や
納
税
相
談

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

国
保
年
金
課
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（
内
線
１
４
３
・
１
４
４
）

　

今
年
度
20
歳
・
30
歳
・
40
歳
・
50
歳
・
60
歳
・

70
歳
の
方
を
対
象
に
、
町
内
の
歯
科
医
院

に
お
い
て
無
料
で
歯
周
病
検
診
を
行
っ
て

い
ま
す
。歯
周
病
は
、あ
ま
り
痛
み
を
感
じ

た
り
せ
ず
に
進
行
し
、
気
が
つ
い
た
時
に

は
健
康
な
歯
ま
で
も
失
っ
て
し
ま
う
こ
と

も
あ
る
疾
患
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
人
生
を

楽
し
く
元
気
に
過
ご
す
た
め
に
、
こ
の
機

会
に
歯
周
病
検
診
を
受
け
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

対
象
者
の
方
に
は
、
令
和
６
年
５
月
に

受
診
券
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。
受
診
券

を
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
場
合
は
再
発
行
し

ま
す
の
で
、
常
北
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
ま

で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

健
康
福
祉
課
（
常
北
保
健
福
祉

　

セ
ン
タ
ー
内
）
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茨
城
県
で
は
、
企
業
立
地
等
の
促
進
を

図
る
た
め
、
県
内
に
お
い
て
事
業
用
施
設

や
事
務
所
を
新
設
ま
た
は
増
設
し
た
企
業

等
が
利
用
で
き
る「
県
税
の
特
別
措
置
」を

設
け
て
い
ま
す
。

（
県
税
の
特
別
措
置
の
一
例
）

①
対
象
事
業
（
製
造
業
、
情
報
通
信
業
、
運

　

輸
業
等
）の
用
に
供
す
る
事
務
所
ま
た
は

　

事
業
所
を
、
県
内
に
新
設
ま
た
は
増
設

　

し
、
県
内
に
お
け
る
従
業
者
が
５
人
以

　

上
増
加
し
た
法
人　

←

課
税
免
除

②
県
内
に
お
い
て
、
本
社
機
能
の
移
転
ま

　

た
は
拡
充
す
る
事
業
を
行
う
も
の
と
し

　

て
、
知
事
の
認
定
を
受
け
た
法
人
等

　

←

不
均
一
課
税

　

県
税
の
特
別
措
置
を
利
用
す
る
に
あ
た

っ
て
は
、
各
種
の
要
件
が
あ
り
、
期
限（
不

動
産
を
取
得
し
た
日
か
ら
60
日
以
内
）
ま

で
に
手
続
き
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
、
お

問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

茨
城
県
水
戸
県
税
事
務
所

　

（
課
税
第
二
課
）

　

☎
０
２
９

－

２
２
１

－

４
８
２
０

　

大
晦
日
か
ら
お
正
月
に
か
け
て
、
那
珂

西
神
社
に
お
い
て
手
作
り
灯
篭
を
飾
り
ま

す
。
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
期
間
中
に
自
動
販

売
機
に
て
御
朱
印
の
販
売（
３

０
０
円
）も
行
い
ま
す
。

期
　
間　

12
月
31
日（
火
）午
後
６
時
頃
か

　

ら
お
正
月
三
が
日
の
夜
間

問
合
せ　

な
か
ん
せ
プ
ラ
ッ
と
（
祐
川
）
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警
察
で
は
、
拉
致
に
関
与
し
た
と
し
て

北
朝
鮮
工
作
員
等
に
つ
い
て
逮
捕
状
の
発

付
を
得
て
国
際
手
配
を
行
う
と
と
も
に
、

拉
致
容
疑
事
案
お
よ
び
北
朝
鮮
に
よ
る
拉

致
の
可
能
性
を
排
除
で
き
な
い
事
案
の
真

相
解
明
に
努
め
て
い
ま
す
。
ど
ん
な
小
さ

な
こ
と
で
も
結
構
で
す
の
で
、
情
報
を
お

寄
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

茨
城
県
警
察 
外
事
課
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